
（社）日本顕微鏡学会 会員各位 

 

公益社団法人への移行認定申請に向けた定款の変更の案について 

（意見募集のお願い－第 2 回－） 

 

掲題の案の作成につきましては既に平成 22 年 7 月より 10 月に亘り会員各位からの意見

を募ってきておりましたが、また並行して公益法人化推進委員会及び理事会による検討を

継続してまいりましたが、いよいよ申請に向けての法定手続きとなります総会での決議を

経る段階に至りました。 

総会への提案に先立ち、会員の皆様に再度、最新の定款変更案をここにお示しして、内容

のご理解を頂きますとともに、ご意見をお聞きしながら最終の案を確定するとの慎重な対

応を致したく、ここにご案内申し上げます。 

 

 今回お示しする定款の変更の案につきましては、前述のように公益法人化推進委員会、

理事会、常務理事会において、また内閣府公益認定等委員会による窓口相談(4 回)および内

閣府委託相談会等※をとおして、本会の新定款として最も合理的と考えられる姿を盛り込む

ことができたと考えておりますが、会員の皆様の今後の活動に支障のない内容となってい

るかどうかについて再度ご検討いただき、ご意見等がありました節はお知らせ頂けますよ

うお願い申しあげます。 ※）(公財)公益法人協会、㈱中田ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ他 

 

意見の送信先：iwase@microscopy.or.jp（公益法人化推進委員会事務担当 岩瀬） 

〆切日：平成 23 年 5 月 5 日（木・祝） 

 

 今後のスケジュールにつきましては平成 23 年 5 月 15 日(日)の理事会において定款変更案

を決議のうえ、引き続き平成 23 年 5 月 17 日（火）の総会において決議を行い、平成 23 年

度内に公益社団法人への移行認定申請を目指すこととしておりますことを併せてご報告申

し上げます。 会員の皆様のご協力を是非宜しくお願い申し上げます。 

 

平成 23 年 4 月 18 日 

 

          公益法人化推進委員会 （組織順） 

委 員 長 進藤大輔 

副委員長 年森清隆、杉山昌章 

委  員 

(含前委員) 

大槻勝紀、平山司、依藤宏、川上速人 

古屋一夫、幾原雄一、菅沼龍夫、永山國昭 

高井義造、宮澤淳夫、馬場則男、出澤真里

竹田精治、板東義男、小澤一史、丹司敬義

藤田守、楠美智子、富取正彦、亘理文夫 

高橋一郎、福嶋球琳男、乾晴行、竹花一成

大野伸一、松井良夫、臼田信光、桑野範之

高野吉郎 ,幡場良明,朝山匡一郎 ,柿林博司 

岩瀬暢男 


